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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気光学ディスプレイであって、該電気光学ディスプレイは、第１の基板および第２の
基板、ならびに該第１の基板と第２の基板との間に配置された、積層接着剤層および固体
電気光学材料の層を備え、該ディスプレイは、該積層接着剤層が、２５℃および４５％の
相対湿度で１０００時間保持された後に、増減の規模が３倍より大きく変化しない、１０
℃で測定される体積抵抗率を有することを特徴とし、該積層接着剤層が、少なくとも１つ
の電極と該電気光学材料の層との間に配置され、該電極が、該電気光学材料の該層に電場
を印加するよう配置されている、電気光学ディスプレイ。
【請求項２】
　１０℃で測定される、前記積層接着剤の体積抵抗率が、２５℃および４５％の相対湿度
で１０００時間保持された後に、増減の規模が２倍より大きく変化しないことを特徴とす
る、請求項１に記載の電気光学ディスプレイ。
【請求項３】
　１０℃で測定される、前記積層接着剤の体積抵抗率が、２５℃および４５％の相対湿度
で１０００時間保持された後に、増減の規模が１．５倍より大きく変化しないことを特徴
とする、請求項２に記載の電気光学ディスプレイ。
【請求項４】
　前記積層接着剤層が、本質的に可塑剤を含まないことを特徴とする、請求項１～３のい
ずれか１項に記載の電気光学ディスプレイ。
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【請求項５】
　前記積層接着剤層が、示差走査熱量測定によって測定される場合、２５℃および４５％
の相対湿度で１０００時間保持された後に、２ジュール／グラム以下の、前記材料の任意
の相転移に関連するエンタルピー変化を示すことを特徴とする、請求項１～４のいずれか
１項に記載の電気光学ディスプレイ。
【請求項６】
　前記積層接着剤層が、２５℃および４５％の相対湿度で１０００時間保持された後に、
２未満の比誘電率変化を示すことを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の電
気光学ディスプレイ。
【請求項７】
　前記積層接着剤が、少なくとも２種の材料のブレンドを含有することを特徴とする、請
求項１～６のいずれか１項に記載の電気光学ディスプレイ。
【請求項８】
　前記積層接着剤が、少なくとも２種の積層接着剤のブレンドを含有し、該少なくとも２
種の積層接着剤の少なくとも１つは、２５℃および４５％の相対湿度で１０００時間保持
された後に、増減の規模が３倍より大きく変化する、１０℃で測定される体積抵抗率を有
することを特徴とする、請求項１～７のいずれか１項に記載の電気光学ディスプレイ。
【請求項９】
　前記積層接着剤が、少なくとも１種のポリウレタンを含有することを特徴とする、請求
項１～８のいずれか１項に記載の電気光学ディスプレイ。
【請求項１０】
　前記積層接着剤が、少なくとも２種のポリウレタンのブレンドを含有することを特徴と
する、請求項９に記載の電気光学ディスプレイ。
【請求項１１】
　前記積層接着剤が、非イオン的に安定化されたポリエステルベースのポリウレタンと、
アニオン的に安定化されたポリエステルベースのポリウレタンとのブレンドを含有するこ
とを特徴とする、請求項１０に記載の電気光学ディスプレイ。
【請求項１２】
　前記積層接着剤が、１０℃で測定される場合、３×１０１０Ωｃｍ以下の体積抵抗率を
有することを特徴とする、請求項１～１１のいずれか１項に記載の電気光学ディスプレイ
。
【請求項１３】
　前記電気光学材料が、回転二色性部材、エレクトロクロミック、カプセル化された液晶
、またはミクロセル電気泳動材料を含むことを特徴とする、請求項１～１２のいずれか１
項に記載の電気光学ディスプレイ。
【請求項１４】
　前記電気泳動材料が、複数のカプセルを含む電気泳動材料を含むことを特徴とし、各カ
プセルが、カプセル壁および該カプセル壁内にカプセル化された内部相を備え、該内部相
が、懸濁流体中に懸濁した荷電粒子を含み、該粒子は、該電気泳動材料への電場の印加の
際に、該流体を通って移動し得る、請求項１～１２のいずれか１項に記載の電気光学ディ
スプレイ。
【請求項１５】
　前記電気光学媒体の反対側であって、該電気光学媒体と前記２つの基板との間に配置さ
れた、２つの電極によって特徴付けられ、該電極の少なくとも１つおよび隣接する基板は
、光透過性であり、その結果、該電気光学媒体が、該光透過性の基板および電極を通して
観察され得る、請求項１に記載の電気光学ディスプレイ。
【請求項１６】
　電気光学ディスプレイを調製するためのプロセスであって、該プロセスは、電気光学材
料の層および第１の基板を備える第１のサブアセンブリを提供する工程、第２の基板を備
える第２のサブアセンブリを提供する工程であって、該サブアセンブリの少なくとも１つ
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が電極を備える、工程、ならびに該電気光学材料の層が該第１の基板と第２の基板との間
に配置されるように、該２つのサブアセンブリを、積層接着剤層を使用して互いに積層さ
せる工程によるプロセスであり、該プロセスは、該積層接着剤層が、２５℃および４５％
の相対湿度で１０００時間保持された後に、増減の規模が３倍より大きく変化しない、１
０℃で測定される体積抵抗率を有することを特徴とし、該積層接着剤層が、少なくとも１
つの電極と該電気光学材料の層との間に配置され、該電極が、該電気光学材料の該層に電
場を印加するよう配置されている、プロセス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気光学ディスプレイおよびそのディスプレイにおいて使用するための接着
剤組成物に関する。より具体的には、本発明は、機械的特性、電気的特性および化学的特
性を含む特性を有する接着剤組成物に関する。これらの特性は、これらの接着剤組成物を
電気光学ディスプレイにおける使用にとって特に適切にし、そしてこのようなディスプレ
イの製造を容易にし、それらの有用な寿命を増大させる。本発明の接着剤組成物はまた、
電気光学ディスプレイ以外の適用において有用であり得る。
【０００２】
　電気光学ディスプレイは、電気光学材料（本明細書中で、当該分野における通常の意味
で使用され、少なくとも１つの光学特性が異なる第１および第２の表示状態を有する材料
であって、この材料は、この材料への電場の印加によって、その第１の表示状態からその
第２の表示状態へと変化する、材料をいう用語）の層を備える。光学特性は、代表的に、
ヒトの目に知覚される色であるが、別の光学特性（例えば、光学透過、反射率、発光、ま
たは機械読み取りを意図されるディスプレイの場合には、可視範囲外の電磁波長の反射率
の変化という意味での、擬似的な色）であり得る。
【０００３】
　本発明の電気光学ディスプレイは、代表的に、電気光学材料が固体外表面を有するが、
この材料は、内部に液体またはガスを充填した空間を有し得、そしてしばしば有するとい
う意味において固体である電気光学材料、およびこのような電気光学材料を用いてディス
プレイを組み立てるための方法を含む。固体電気光学材料を用いるこのようなディスプレ
イは、本明細書中でこれ以降、都合上、「固体電気光学ディスプレイ」として言及される
。従って、用語「固体電気光学ディスプレイ」は、カプセル化された電気泳動ディスプレ
イ、ミクロセル電気泳動ディスプレイおよびカプセル化された液体クリスタルディスプレ
イを含む。
【０００４】
　電気光学ディスプレイの１つの型は、例えば、米国特許第５，８０８，７８３号、同第
５，７７７，７８２号および同第５，７６０，７６１号に記載されるような、回転二色性
（ｒｏｔａｔｉｎｇ　ｂｉｃｈｒｏｍａｌ）部材型である（この型の電気光学媒体は、し
ばしば、「回転二色性ボール」媒体と称されるが、用語「回転二色性部材」が好ましい。
なぜなら、この媒体のいくつかのバージョンにおいて、回転する部材が球状ではないから
である）。
【０００５】
　電気光学媒体の別の型は、エレクトロクロミック媒体であり、例えば、少なくとも部分
的に半導体金属酸化物で形成された電極、およびこの電極に付着される、可逆的な色変化
を起こし得る複数の色素分子を含む、ナノクロミック（ｎａｎｏｃｈｒｏｍｉｃ）フィル
ムの形態のエレクトロクロミック媒体である；例えば、Ｏ’Ｒｅｇａｎ，Ｂ．ら、Ｎａｔ
ｕｒｅ　１９９１、３５３、７３７；およびＷｏｏｄ，Ｄ．Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｄ
ｉｓｐｌａｙ，１８（３），２４（２００２年３月）を参照のこと。Ｂａｃｈ，Ｕ．ら、
Ａｄｖ．Ｍａｔｅｒ．，２００２，１４（１１），８４５もまた参照のこと。この型のナ
ノクロミックフィルムはまた、例えば、国際出願公開番号ＷＯ９８／３５２６７およびＷ
Ｏ０１／２７６９０、ならびに同時継続中の特許出願番号第６０／３６５，３６８；同第
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６０／３６５，３６９；同第６０／３６５，３８５および６０／３６５，３６５（全て２
００２年３月１８日出願）、ならびに出願番号第６０／３１９，２７９；同第６０／３１
９，２８０；および同第６０／３１９，２８１（全て２００２年５月３１日出願）に記載
されている。
【０００６】
　電気光学ディスプレイの別の型（これは、多年にわたって、熱心な研究および開発の対
象となっている）は、粒子ベースの電気泳動ディスプレイであり、ここで、複数の荷電粒
子が、電場の影響下で、懸濁流体を通って移動する。電気泳動ディスプレイは、液晶ディ
スプレイと比較して、良好な輝度およびコントラスト、広い視角、状態の二安定性、なら
びに低い電力消費の性質を有し得る。それにもかかわらず、これらのディスプレイの長期
の画質に関する問題は、これらが広範に利用されることを妨げている。例えば、電気泳動
ディスプレイを構成する粒子は、沈降する傾向があり、これらのディスプレイに対する不
十分な耐用年数を生じる。
【０００７】
　Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（Ｍ
ＩＴ）およびＥ　Ｉｎｋ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎに譲渡されたか、またはそれらの名義
である、カプセル化された電気泳動媒体を記載する多くの特許および出願が、最近公開さ
れている。このようなカプセル化された媒体は、多数の小さなカプセルを含み、これらの
カプセルの各々自体が、液体懸濁媒体に懸濁した電気泳動可動粒子を含有する内部相、お
よびこの内部相を囲むカプセル壁を含む。代表的に、これらのカプセル自体が、ポリマー
結合剤内に保持されて、２つの電極間に位置する干渉層を形成する。この型のカプセル化
された媒体は、例えば、以下：米国特許第５，９３０，０２６号；同第５，９６１，８０
４号；同第６，０１７，５８４号；同第６，０６７，１８５号；同第６，１１８，４２６
号；同第６，１２０，５８８号；同第６，１２０，８３９号；同第６，１２４，８５１号
；同第６，１３０，７７３号；同第６，１３０，７７４号；同第６，１７２，７９８号；
同第６，１７７，９２１号；同第６，２３２，９５０号；同第６，２４１，９２１号；同
第６，２４９，２７１号；同第６，２５２，５６４号；同第６，２６２，７０６号；同第
６，２６２，８３３号；同第６，３００，９３２号；同第６，３１２，３０４号；同第６
，３１２，９７１号；同第６，３２３，９８９号；同第６，３２７，０７２号；同第６，
３７６，８２８号；同第６，３７７，３８７号；同第６，３９２，７８５号；同第６，３
９２，７８６号；および同第６，４１３，７９０号；米国特許出願番号第２００１－００
４５９３４；同第２００２－００１８０４２；同第２００２－００１９０８１；同第２０
０２－００２１２７０；同第２００２－００５３９００；および同第２００２－００６０
３２１；ならびに国際出願公開番号ＷＯ　９７／０４３９８；ＷＯ　９８／０３８９６；
ＷＯ　９８／１９２０８；ＷＯ　９８／４１８９８；ＷＯ　９８／４１８９９；ＷＯ　９
９／１０７６７；ＷＯ　９９／１０７６８；ＷＯ　９９／１０７６９；ＷＯ　９９／４７
９７０；ＷＯ　９９／５３３７１；ＷＯ　９９／５３３７３；ＷＯ　９９／５６１７１；
ＷＯ　９９／５９１０１；ＷＯ　９９／６７６７８；ＷＯ　００／０３３４９；ＷＯ　０
０／０３２９１；ＷＯ　００／０５７０４；ＷＯ　００／２０９２１；ＷＯ　００／２０
９２２；ＷＯ　００／２０９２３；ＷＯ　００／２６７６１；ＷＯ　００／３６４６５；
ＷＯ　００／３６５６０；ＷＯ　００／３６６６６；ＷＯ　００／３８０００；ＷＯ　０
０／３８００１；ＷＯ　００／５９６２５；ＷＯ　００／６０４１０；ＷＯ　００／６７
１１０；ＷＯ　００／６７３２７；ＷＯ　０１／０２８９９；ＷＯ　０１／０７６９１；
ＷＯ　０１／０８２４１；ＷＯ　０１／０８２４２；ＷＯ　０１／１７０２９；ＷＯ　０
１／１７０４０；ＷＯ　０１／１７０４１；ＷＯ　０１／８０２８７；およびＷＯ　０２
／０７２１６に記載されている。
【０００８】
　上記の特許および出願の多くは、カプセル化された電気泳動媒体において不連続なマイ
クロカプセルを囲む壁が、連続相によって交換され得、これによって、いわゆるポリマー
分散型電気泳動ディスプレイ（このディスプレイにおいて、電気泳動媒体は、電気泳動流
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体の複数の不連続な液滴およびポリマー材料の連続相を備える）を作製すること、ならび
にこのようなポリマー分散型電気泳動ディスプレイ内の電気泳動流体の不連続な液滴は、
不連続なカプセル膜が各個々の液滴に付随していない場合でさえも、カプセルまたはマイ
クロカプセルとみなされ得ることを認識する；例えば、ＷＯ０１／０２８９９、第１０頁
、第６行～第１９行を参照のこと。国際出願ＰＣＴ／ＵＳ０２／０６３９３もまた参照の
こと。
【０００９】
　カプセル化された電気泳動ディスプレイは、代表的に、従来の電気泳動デバイスのクラ
スター化および沈降による故障モードを起こさず、そしてさらなる利点（例えば、広範な
種々の可撓性基板および剛性基板上に、ディスプレイを印刷またはコーティングする能力
）を提供する（用語「印刷」の使用は、全ての形態の印刷およびコーティングを包含する
ことが意図され、予め計量されたコーティング（例えば、パッチダイコーティング、スロ
ットコーティングまたは押出しコーティング、スライドコーティングまたはカスケードコ
ーティング、カーテンコーティング）；ロールコーティング（例えば、ナイフオーバーロ
ールコーティング、順転ロールコーティングおよび反転ロールコーティング）；グラビア
コーティング；浸漬被覆；スプレーコーティング；メニスカスコーティング；スピンコー
ティング；ブラシコーティング；エアナイフコーティング；シルクスクリーン印刷プロセ
ス；静電印刷プロセス；熱印刷プロセス；インクジェット印刷プロセス；ならびに他の類
似の技術が挙げられるが、これらに限定されない）。従って、得られるディスプレイは、
可撓性であり得る。さらに、ディスプレイ媒体は、（種々の方法を使用して）印刷され得
るので、ディスプレイ自体が、安価に作製され得る。
【００１０】
　電気泳動ディスプレイの関連する型は、いわゆる「ミクロセル電気泳動ディスプレイ」
である。ミクロセル電気泳動ディスプレイにおいて、荷電粒子および懸濁流体はマイクロ
カプセル内にカプセル化されないが、その代わりキャリア媒体（代表的に、ポリマーフィ
ルム）内に形成された複数の空洞内に保持される。例えば、国際出願公開番号ＷＯ　０２
／０１２８１および公開された米国出願番号第２００２－００７５５５６を参照のこと（
両方ともＳｉｐｉｘ　Ｉｍａｇｉｎｇ，Ｉｎｃ．に譲渡されている）。
【００１１】
　他の型の電気光学材料（例えば、ポリマー分散型の液晶）もまた、本発明のディスプレ
イにおいて使用され得る。
【００１２】
　電気光学材料の層に加えて、電気光学ディスプレイは、通常、電気光学材料の反対側に
配置される少なくとも２つの他の層を備え、これらの２つの層の一方は、電極層である。
このようなディスプレイの大部分において、両方の層が、電極層であり、そしてこれらの
電極層の一方または両方が、パターン化されて、ディスプレイのピクセルを規定する。例
えば、１つの電極層は、細長い列の電極にパターン化され得、そして他方は、列の電極に
対して直角に延びる、細長い行の電極にパターン化され得、ピクセルは、これらの行電極
と列電極との交点によって、規定される。あるいは、そしてより通常には、１つの電極層
は、単一の連続電極の形態を有し、そして他の電極層は、ピクセル電極（これらの各々が
、ディスプレイの１つのピクセルを規定する）の行列にパターン化される。ディスプレイ
とは別体の、スタイラス、プリントヘッドまたは類似の可動電極と共に使用することが意
図された、別の型の電気光学ディスプレイにおいて、電気光学層に隣接する層の一方のみ
が電極を構成し、そして電気光学層の反対側の層は、代表的に、可動電極が電気光学層を
損傷することを防止することが意図された、保護層である。
【００１３】
　三層電気化学的ディスプレイの製造は、通常、少なくとも１回の積層操作を包含する。
例えば、上記ＭＩＴおよびＥ　Ｉｎｋの特許および出願のうちのいくつかにおいて、カプ
セル化された電気泳動ディスプレイを製造するためのプロセスが記載されており、このプ
ロセスにおいて、カプセル化された電気泳動媒体（これは、結合剤中にカプセルを含む）
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が、可撓性基板（これは、プラスチックフィルム上に、インジウムスズ酸化物または類似
の導電性コーティング（これは、最終的なディスプレイの１つの電極として働く）を備え
る）上にコーティングされ、カプセル／結合剤コーティングが乾燥されて、基板に強固に
接着した電気泳動媒体の干渉層を形成する。別に、ピクセル電極のアレイおよびこれらの
ピクセル電極を駆動回路に接続するための適切な配置の導体を備える、バックプレーン（
後平面）が調製される。最終的なディスプレイを形成するために、カプセル／結合剤層を
その上に有する基板が、積層接着剤を使用して、バックプレーンに積層される（非常に類
似のプロセスを使用して、バックプレーンを単純な保護層（例えば、プラスチックフィル
ム）（この上で、スタイラスまたは他の可動電極がスライドし得る）で置き換えることに
よって、スタイラスまたは類似の可動電極と共に使用可能な電気泳動ディスプレイを調製
し得る）。このようなプロセスの１つの好ましい形態において、バックプレーン自体が可
撓性であり、そしてピクセル電極および導体をプラスチックフィルムまたは他の可撓性基
板上に印刷することによって、調製される。このプロセスによってディスプレイを大量生
産するための、明らかな積層技術は、積層接着剤を使用するロール積層である。類似の製
造技術は、他の型の電気光学ディスプレイと共に使用され得る。例えば、ミクロセル電気
泳動媒体または回転二色性部材媒体は、カプセル化された電気泳動媒体と実質的に同じ様
式においてバックプレーンに積層され得る。
【００１４】
　上記のプロセスにおいて、バックプレーンへの、電気光学層を有する基板の積層は、減
圧積層法（ｖａｃｕｕｍ　ｌａｍｉｎａｔｉｏｎ）によって有利に実施され得る。減圧積
層法は、積層される２つの材料の間から空気を追い出す際に効果的であり、従って、最終
的なディスプレイにおいて所望でない気泡を回避する；このような気泡は、ディスプレイ
上に生じた画像に所望でないアーチファクトを導入し得る。（以下に議論されるように、
複数の成分のブレンドによって最終的な積層接着剤を産生することが所望され得る。これ
が実施される場合、ブレンドする間に生じた気泡を分散させるために、使用する前に、い
くらかの時間ブレンドした混合物を静置させることは有利であり得る。）しかし、この様
式における電気光学ディスプレイの２つの部分の減圧積層法は、（特に、カプセル化され
た電気泳動媒体を用いるディスプレイの場合において）積層接着剤を使用する際にストリ
ンジェントな要件を課す。積層接着剤は、電気光学層を、積層される層（代表的に電極層
）に結合するために十分な接着強度を有さなければならない。この積層接着剤は、高品質
の積層を確実にする積層温度で、適度な流体特性を有さなければならず、これに関して、
カプセル化された電気泳動媒体およびいつかの他の型の電気光学媒体を積層することの要
求は、通常困難であり；この積層は、約１１０℃以下の温度で実施されてきた。なぜなら
、この媒体は、損傷を伴わずには実質的により高い温度に曝露され得ないが、この接着剤
のフローは、カプセルを含む層の、比較的平らでない表面（この表面は、カプセルを下敷
きにすることによって不揃いにされる）に対処しなければならない。この積層温度は、実
際、可能な限り低く維持されるべきであり、そして室温での積層が理想的であるが、この
ような室温での積層が可能な市販の接着剤は見出されていない。積層接着剤は、ディスプ
レイ中の他の全ての材料と化学的に適合性でなければならない。溶剤ベースの積層接着剤
は回避されるべきである；（これは、文献に記載されていないようである）積層後の接着
剤に残った任意の溶剤は、電気光学媒体中への所望でない混入物を導入する強い傾向を有
することが見出されている。
【００１５】
　電気光学ディスプレイにおいて使用される積層接着剤は、種々の電気的基準を満たさな
ければならず、このことは積層接着剤の選択にかなりの問題を導入することもまた見出さ
れている。積層接着剤の製造業者は、当然、このような接着剤の特性（例えば、接着の強
度および積層温度）を、接着剤がその主要な適用（代表的には、積層ポリマーフィルムお
よび類似のフィルムを含む）において十分に機能するように調整することを確実にするか
なりの努力をしている。しかし、このような適用において、積層接着剤の電気的特性は関
連がなく、従って、製造業者はこのような電気的特性に留意しない。実際に、本発明者ら
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は、同じ市販の積層接着剤の異なるバッチの間の特定の電気特性において、（数倍までの
）実質的なバリエーションを観察した。なぜなら、おそらく製造業者は、積層接着剤の非
電気的特性（例えば、細菌増殖への抵抗性）を最適化することを試みており、そして電気
的特性において生じる変化について少しも関心がないからである。
【００１６】
　しかし、積層接着剤が通常、電極（この電極は、電気光学媒体の電気的状態を変化させ
るために必要とされる電場を印加する）の間に配置される電気光学ディスプレイにおいて
、この接着剤の電気特性が重要となる。電気技師に理解されるように、積層接着剤の体積
抵抗率が重要となる。なぜならば、電気光学媒体を横切る電圧低下が、積層接着剤を横切
る電圧低下を差し引いた、電極を横切る電圧降下に本質的に等しいからである。接着剤層
の抵抗性があまりにも高い場合、実質的な電圧低下がこの接着剤層内で生じ、電極を横切
る電圧の増加を必要とする。この様式において、電極を横切る電圧を増加させることは、
望ましくない。なぜなら、このことは、ディスプレイの電力消費を増加させ、そして関与
する増加した電圧を取り扱うために、より複雑かつ高価な制御回路を使用することを必要
とし得るからである。他方で、ディスプレイを横切って連続的に延びる接着剤層が、アク
ティブマトリックスディスプレイにおけるように電極のマトリックスと接触する場合、接
着剤層の体積抵抗率は、低すぎるべきではないか、または連続的な接着剤層を通る電流の
横方向の電導が、隣接する電極間での所望でないクロストーク（ｃｒｏｓｓ－ｔａｌｋ）
を引き起こし得る。また、大部分の材料の体積抵抗率は温度上昇と共に迅速に低下するの
で、接着剤層の体積抵抗率が低すぎる場合、実質的に上記の室温でのディスプレイの性能
は不利に影響される。これらの理由のために、任意の所定の電気光学媒体を用いるための
、積層接着剤の抵抗率値には最適な範囲が存在し、この範囲は電気光学媒体の抵抗性とと
もに変化する。カプセル化された電気泳動媒体の体積抵抗率は、代表的に、約１０１０Ω
ｃｍであり、そして他の電気光学媒体の体積抵抗率は、通常、同じ桁である。従って、積
層接着剤の体積抵抗率は、通常、ディスプレイの操作温度（代表的には、約２０℃）で、
１０８～１０１２Ωｃｍ、好ましくは、１０９～１０１１Ωｃｍであるべきである。
【００１７】
　電気光学ディスプレイにおいて使用される電気光学媒体の体積抵抗率と積層接着剤の体
積抵抗率との間は関連があるべきであることが明らかであり得るが、本発明者らは、電気
光学ディスプレイの操作において観察された他の問題（以前は理解されていなかった）が
、積層接着剤の電気特性および関連する特性に寄与することを発見した。例えば、以前に
議論されたうちの大部分（正確には、電気光学ディスプレイにおける使用のための積層接
着剤に対しての異なる要件）を満たし得る市販材料の数は小さいが、実際には、少数の水
分散性ポリウレタンエマルジョン（主にポリエステルベースのウレタンエマルジョン）は
、必須の特性の大部分を有するようであることが発見された。しかし、ディスプレイが最
初に生産されたとき、これらの材料は十分に機能するが、得られたディスプレイは、室温
でのかなりの時間（数百の桁の時間）にわたって操作されたか、または同じ時間保管され
た後、ディスプレイの機能はかなり劣化する。この劣化は、電気光学媒体（特に、積層接
着剤が最も厚い領域）の白色状態の反射率の減少、およびゆっくりとしたスイッチングま
たは不完全なスイッチングとして、最初に現われる；積層接着剤の厚みはディスプレイを
横切って変動し得る。なぜなら、例えば、カプセル化された電気泳動媒体におけるような
非平面電気光学層（ここで、球状または楕円状のカプセルが平面からの変動を導入する）
に起因して、そして／あるいはディスプレイ中の電極マトリクスを産生するために通常使
用される製造プロセスに電極マトリクス上の非平面表面を生じるからの両方である。この
劣化は、より低い温度（１０℃以下）にて、そして時間と共に増加し、その結果、長期間
後、ディスプレイ全体のスイッチングが室温にて影響される。この時間に伴う光学的性能
の劣化は、ディスプレイの耐用年数の限定における重要な要因である。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１８】
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　本発明者らは、性能における上記の劣化が、少なくとも一部は、積層接着剤の体積抵抗
率の変化によって引き起こされること、そしてその抵抗率が時間と共に大きく変化しない
接着剤を使用することによって、電気泳動ディスプレイのこの性能の劣化が低減もしくは
排除され、そしてこのようなディスプレイの耐用年数が増加することを発見した；類似の
効果が、他の型の電気光学ディスプレイにおいて生じるようである。このような接着剤の
使用はまた、ディスプレイの光状態における改善された反射率によって明示されるように
、低温でのディスプレイの性能を改善することを見出している。
【００１９】
　従って、１つの局面において、本発明は、時間と共に迅速に変化しない光学特徴を有す
る電気光学ディスプレイを提供することを試みており、その結果、このディスプレイは、
改善された作動寿命を有する。
【００２０】
　電気光学ディスプレイにおいて発生することが知られているが、以前に説明されていな
い他の問題としては、以下が挙げられる：明示されるように、ディスプレイが、とりわけ
ディスプレイのコントラスト比（ディスプレイの２つの極端な光学状態の相対的な反射率
または光の透過）における温度上昇に伴う低減によって最初に生成される場合でさえの、
温度上昇に伴うディスプレイの性能の劣化、湿度上昇に伴うディスプレイの性能の類似の
劣化、および「自己消却（ｓｅｌｆ－ｅｒａｓｉｎｇ）」として公知の現象。例えば、Ｏ
ｔａ，Ｉ．ら、「Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ　ｉｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｔｉｃ　
Ｄｉｓｐｌａｙｓ」、Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ＳＩＤ、１８、２４３（
１９７７）（ここで、自己消却が、カプセル化されていない電気泳動ディスプレイにおい
て報告された）を参照のこと。特定の電気泳動ディスプレイを横切って印加される電圧が
切られる場合、この電気泳動媒体は、その光学状態を逆転し得、そしていくつかの場合に
は、作動電圧よりも大きくあり得る逆転電位は、電極を横切って生じることが観察され得
る。（本発明は、この考えによって決して限定されないが）自己消却現象は、ディスプレ
イの種々の構成要素間の電気的特性における不一致に起因するようである。明らかに、自
己消却は、自己消却が、ディスプレイの所望の光学状態を逆転する（またはさもなければ
、グレースケールディスプレイの場合には、歪める）点で、非常に所望されない。これら
の問題の全てが、種々の環境条件での積層接着剤の電気的特性における変化に、少なくと
も一部は寄与し得ること、そしてその全てが、使用される積層接着剤の特性の注意深い選
択によって低減または排除され得ることが見出されている。
【００２１】
　従って、本発明はまた、電気光学媒体に悪影響を及ぼさない比較的低温での電気光学デ
ィスプレイの積層において使用され得る積層接着剤を提供することを試みる。
【００２２】
　本発明はまた、最適な機械的特性を有する積層接着剤を用いて電気光学ディスプレイを
提供することを試みる。
【００２３】
　本発明はまた、最適な電気的特性を有する積層接着剤を用いて電気光学ディスプレイを
提供することを試みる。
【００２４】
　まとめると、本発明は、電気光学ディスプレイにおける使用に最も適切な製造特性、機
械的特性、電気的特性、環境特性、化学的特性および一時的安定特性の組み合わせを有す
る積層接着剤を提供することを試みる。
【００２５】
　本発明はまた、この積層接着剤を、電気光学ディスプレイ中の積層接着剤としての使用
に非常に適切にする特性を有する、新規のポリウレタン組成物を提供することを試みる。
【００２６】
　従って、１つの局面において、本発明は、第１の基板および第２の基板、ならびに第１
の基板と第２の基板との間に配置された積層接着剤層および固体電気光学材料の層を備え
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る電気光学ディスプレイを提供する。この積層接着剤層は、２５℃および４５％の相対湿
度にて１０００時間維持された後に、増減の規模が３倍より大きく変化しない、１０℃で
測定される体積抵抗率を有する。本発明のこの形態は、簡便さのために、本明細書中以降
で、「抵抗安定性」発明といわれ得る。
【００２７】
　本発明はまた、電気光学ディスプレイを調製するためのプロセスを提供する。このプロ
セスにおいて、電気光学層および第１基板を備える第１サブアセンブリ、ならびに第２基
板を備える第２サブアセンブリが提供され、少なくとも１つのサブアセンブリは、電極を
備える。この２つのサブアセンブリは、積層接着剤を使用して互いに積層され、その結果
、この電気光学層は、第１基板と第２基板との間に配置され、この積層接着剤は、１０℃
にて測定されるある体積抵抗率を有し、この体積抵抗率は、２５℃および４５％の相対的
湿度にて１０００時間維持された後に、増減の規模が３倍より大きくは変化しない。
【００２８】
　本発明はまた、第１および第２の基板、ならびに第１基板と第２基板との間に配置され
た積層接着剤層および固体電気光学材料層を備える、電気光学ディスプレイを提供する。
この積層接着剤は、以下の特定のうち任意の１以上を有する：
　（ａ）１０℃にて測定されるある体積抵抗率を有し、この体積抵抗率は、２５℃および
４５％の相対的湿度にて１０００時間維持された後に、増減の規模が３倍より大きく変化
しない；
　（ｂ）少なくとも２ｌｂ／インチの積層接着剤と接触した電極材料からの、ある剥離強
度を有する；
　（ｃ）積層接着剤の体積抵抗率は、１０～９０％の相対湿度範囲内かつ１０～５０℃の
温度範囲にわたって、増減の規模が１０倍未満で変化する；
　（ｄ）積層接着剤は、１０～２０μｍの範囲の厚さを有する；
　（ｅ）積層接着剤は、１２０℃にて、１メガパスカル以下の剪断弾性係数を有する；
　（ｆ）積層接着剤の誘電率と体積抵抗率との積が、１０～９０％の相対湿度範囲内かつ
１０～５０℃の温度範囲にわたる、電気光学媒体の誘電率と体積抵抗率との積以下である
；
　（ｇ）紫外線安定剤を含む；
　（ｈ）光吸収材料を含む。
【００２９】
　本発明はまた、電気光学ディスプレイを調製するためのプロセスを提供する。このプロ
セスにおいて、電気光学層および第１基板を備える第１サブアセンブリ、ならびに第２基
板を備える第２サブアセンブリが提供され、少なくとも１つのサブアセンブリは、電極を
備える。この２つのサブアセンブリは、積層接着剤を使用して互いに積層され、その結果
、この電気光学層は、第１基板と第２基板との間に配置され、この積層接着剤は、上記の
段落（ａ）～（ｈ）において列挙された特性のうち、任意の１以上を有する。
【００３０】
　本発明はまた、第１および第２の基板、ならびに第１基板と第２基板との間に配置され
た積層接着剤層および固体電気光学材料層を備える、電気泳動ディスプレイを提供する。
この電気泳動材料は、複数のカプセルを含み、各々のカプセルは、カプセル壁およびカプ
セル壁内にカプセル化された内部相を備え、この内部相は、懸濁流体中に懸濁され、そし
て電気泳動材料への電場の印加の際にこの流体を介して移動し得る、荷電した粒子を含む
。この積層接着剤は、以下の特定のうち任意の１以上を有する：
　（ｉ）積層接着剤の誘電率と体積抵抗率との積が、この懸濁流体の誘電率と体積抵抗率
との積の増減の規模が０．０１～１００倍である；
　（ｊ）１０～５０℃の温度範囲内の懸濁流体の誘電率に対する積層接着剤の誘電率の比
が、２５℃にて、この比から２％以上変化しない；
　（ｋ）１０～５０℃の温度範囲内の懸濁流体の誘電率に対する積層接着剤の誘電率の比
が、２５℃にて、この比から増減の規模が１００倍以上で変化しない；
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　（ｌ）積層接着剤中の懸濁流体の溶解度が、１０～５０℃の温度範囲にわたって、１重
量％を越えない；
　（ｍ）可動の種を実質的に含まない。
【００３１】
　本発明はまた、電気泳動ディスプレイを調製するためのプロセスを提供する。このプロ
セスにおいて、第１基板を備える第１サブアセンブリおよび複数のカプセルを含む電気泳
動媒体が提供され、各々のカプセルは、カプセル壁およびカプセル壁内にカプセル化され
た内部相を備え、この内部相は、懸濁流体中に懸濁され、そして電気泳動材料への電場の
印加の際にこの流体を介して移動し得る、荷電した粒子を含む。第２基板を備える第２サ
ブアセンブリもまた提供され；これらのサブアセンブリの少なくとも１つは電極を備える
。この２つのサブアセンブリは、積層接着剤を使用して互いに積層され、その結果、この
電気光学層は、第１基板と第２基板との間に配置され、この積層接着剤は、上記の段落（
ｉ）～（ｍ）において列挙された特性のうち、任意の１以上を有する。
【００３２】
　最後に、本発明は、ミクロセル電気泳動ディスプレイを提供し、このディスプレイは、
形成された複数の閉空洞を有する基板を備え、この空洞は、懸濁流体中に懸濁され、そし
て電気泳動材料への電場の印加の際にこの流体を介して移動し得る、複数の荷電した粒子
を含む電気泳動媒体によって少なくとも部分的に満たされ、このミクロセル電気泳動ディ
スプレイは、さらに、少なくとも１つの電極、およびこの空洞と電極との間に配置された
積層接着剤の層をさらに備える。この積層接着剤は、上記の段落（ａ）～（ｍ）において
列挙された特性のうち、任意の１以上を有する。
【００３３】
　本発明の種々の局面を詳細に記載する前に、積層接着剤が電気光学ディスプレイの製造
において使用されるプロセスをより詳細に説明することが所望されるとみなされる。すで
に説明したように、代表的なプロセスにおいて、２つのサブアセンブリが最初に製造され
、１つのサブアセンブリは、電気光学層および第１基板を備え、そして第２のサブアセン
ブリは、第２基板を備え；これらのサブアセンブリの少なくとも１つ、そして代表的には
これら両方が、電極を備える。また、すでに示されているように、アクティブマトリック
スディスプレイを製造するために使用される、このようなプロセスの１つの一般的形態に
おいて、１つのサブアセンブリは、基板、単一の連続（「共通」）電極（この電極は、複
数のピクセルそして代表的にはディスプレイの全体にわたって広がる）および電気光学層
を備えるが、第２のアセンブリ（通常、「バックプレーン（ｂａｃｋｐｌａｎｅ）」とい
われる）は、基板、ピクセル電極のマトリックス（これは、ディスプレイの個々のピクセ
ルを規定する）ならびにディスプレイを駆動する（すなわち、ディスプレイ上に所望の画
像を提供するために必要な光学状態へと、種々のピクセルを切り替える）ために必要とさ
れる電位をピクセル電極上に発生させるために使用される、非線形デバイス（代表的には
、薄いフィルムトランジスタ）および他の回路を備える。積層接着剤は、第１サブアセン
ブリと第２サブアセンブリとの間に提供され、そしてこれらのサブアセンブリを一緒に接
着して、最終的なディスプレイを形成する。
【００３４】
　理論的には、必要な物理的特性および機械的特性を有する積層接着剤を見出せれば、例
えば、別個のロールから３つの構成要素を供給し、そしてロールからロールへの基礎原料
（ｒｏｌｌ　ｔｏ　ｒｏｌｌ　ｂａｓｉｓ）で積層を実施することによって、２つのアセ
ンブリおよび積層接着剤を一緒にして、単一の作業でディスプレイを形成し得る。しかし
、当該分野の現在の水準では、これは実用的ではなく、そして通常、積層接着剤は、２つ
のサブアセンブリのうち一方に最初に適用され、そしてその後サブアセンブリ／接着剤の
組み合わせが他方のサブアセンブリに積層されて、最終的なディスプレイを形成する。こ
の積層接着剤は、いずれかのサブアセンブリに適用され得るが、一般に、電気光学媒体を
含むサブアセンブリに適用されることが好ましい。すでに言及したように、特定の電気光
学媒体は、剛性基板または可撓性基板上に、印刷技術またはコーティング技術によって適
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用され得、従って、可撓性基板（例えば、ポリマー性フィルム）に、ロールからロールの
プロセスによって安価に適用され得る。この様式で可撓性基板へと電気光学媒体をコーテ
ィングし、次いでこの電気光学媒体を積層接着剤および剥離シート（ｒｅｌｅａｓｅ　ｓ
ｈｅｅｔ）で覆うことによって、広範な種々のバックプレーンへの積層に適切な部分を生
成するために、所望の場合、次いで切断され得る、いわゆる「フロントプレーン（ｆｒｏ
ｎｔ　ｐｌａｎｅ）積層」を提供する。現在の技術水準では、ほとんどのバックプレーン
は、コーティングのためにはあまり簡便でない個々のシートの形態である剛性基板上に調
製されるので、積層接着剤をバックプレーンに適用することは、あまり簡便ではない（が
、本発明は、この可能性を排除しない）。
【００３５】
　どのサブアセンブリが積層接着剤を受けるかにかかわらず、接着剤適用プロセスには、
２つの主要なバリエーション（すなわち、直接的プロセスおよび間接的プロセス）が存在
する。以下により詳細に記載されるように、積層接着剤は、代表的に、実際の積層の前に
実質的な固体へと（溶媒もしくは分散剤の除去、またはいくつかの他の形態の硬化のいず
れかによって）転換される必要がある、液体または半固体の溶液または分散物として供給
される。直接的プロセスにおいて、積層接着剤は、１つのサブアセンブリへと直接的に適
用され、そしてこのサブアセンブリ上で固体層に転換される。間接的プロセスにおいて、
積層接着剤は、剥離シートに適用され、この剥離シート上で固体層に転換され、次いで、
代表的には、熱および／または圧力を使用して、１つのサブアセンブリへと転換される。
最後に、この剥離シートは、他のサブアセンブリへの最終的な積層の前に、積層接着剤の
固体層から除去される。多くの市販の積層接着剤は、比較的可動の種（例えば、有機溶媒
および／または遊離モノマー）（これは、接着剤が適用されるサブアセンブリに依存して
、バックプレーンの電気光学媒体または回路のいずれかに有利に影響を与え得る）を含む
ので、一般に、間接的方法は、直接的方法よりも好ましい。積層接着剤がなお剥離シート
上に存在したままで、これらの比較的可動の種が乾燥または類似のプロセスによって除去
されるのを可能にすることによって、間接的プロセスは、これらの比較的揮発性の材料を
バックプレーンの電気光学媒体または回路に接触させることの悪影響を回避する。
【００３６】
　本発明の好ましい積層プロセスを、例示のみとして、添付の図面の図１を参照してここ
で記載する。図１は、以下に言及するように、本発明のプロセスにおいて使用される１つ
のサブアセンブリ（フロントプレーン（前平面）積層、すなわちＦＰＬ）を通る模式断面
であり、このサブアセンブリは、基板、導電性層、電気光学層および接着剤層を備え、こ
のサブアセンブリは、このサブアセンブリが第２のサブアセンブリに積層される前の、こ
のプロセスの中間段階にて例示されている。
【００３７】
　図１に示されるフロントプレーン積層（一般に１００と称する）は、光透過性基板１１
０、光透過性電極層１２０、電気光学層１３０、積層接着剤層１８０および剥離シート１
９０を備える；この剥離シートは、バックプレーンへのＦＰＬ１００の積層に対して予備
的な積層接着剤層１８０から除去されるプロセスの途中で示されている。
【００３８】
　基板１１０は、代表的に、透明プラスチックフィルム（例えば、７ミル（１７７　ｍ）
のポリエチレンテレフタラート（ＰＥＴ）シート）である。（図１中の）基板１１０の下
部表面（これは、最終的なディスプレイの表示表面を形成する）は、１以上のさらなる層
（例えば、紫外線照射を吸収するための保護層、最終的なディスプレイへの酸素または湿
気の進入を防止するための障壁層、およびディスプレイの光学特性を改善するための反射
防止コーティング）（示さず）を有し得る。基板１１０の上部表面へのコーティングは、
好ましくは酸化インジウム錫（ＩＴＯ）（これは、最終的なディスプレイの一般的な表面
電極（ｆｒｏｎｔ　ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）として作用する）の薄い光透過性導電層１２０
である。ＩＴＯでコーティングされたＰＥＴフィルムは、市販されている。
【００３９】
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　電気光学層１３０は、代表的にはスロットコーティングによって、導電性層１２０上に
沈着され、これら２つの層は、電機接触している。図１に示される電気光学層１３０は、
カプセル化された電気泳動媒体であり、かつ微小カプセル１４０を含み、そしてこの微小
カプセルの各々は、炭化水素ベースの懸濁流体１６５中に懸濁している、負に荷電した白
色粒子１５０および正に荷電した黒色粒子１６０を含む。この微小カプセル１４０は、ポ
リマー性結合剤１７０内に保持されたままである。電気光学層１３０を越えた電場の印加
の際に、白色粒子１５０は、正の電極へと移動し、そして黒色粒子１６０は、負の電極へ
と移動する。その結果、電気光学層１３０は、基板１１０を介してディスプレイを見る観
察者にとって、導電性層１２０が、バックプレーン中の隣接するピクセル電極と比較して
正であるか負であるかに依存して、白色または黒色に見える。
【００４０】
　ＦＰＬ１００は、望ましくは、液体形態の積層接着剤１８０を、簡便にはスロットコー
ティングによってコーティングし、この接着剤を乾燥（またはさもなければ硬化）して固
体層を形成し、次いでこの接着剤および剥離シートを電気光学層１３０（これは、導電性
層１２０を保有する基板１１０上に予めコーティングされている）に積層することによっ
て、剥離シート１９０上に調製され；この積層は、熱ロール積層を使用して簡便にもたら
され得る（あるいは、あまり所望ではないが、この積層接着剤は、電気光学層１３０上に
適用され得、そしてそこで、剥離シート１９０で覆われる前に乾燥またはさもなければ硬
化され得る）。この剥離シート１９０は、簡便には７ミル（１７７　ｍ）のフィルムであ
り；使用される電気光学媒体の性質に依存して、剥離剤（例えば、シリコーン）でこのフ
ィルムをコーティングすることが所望され得る。図１に示されるように、剥離シート１９
０は、ＦＰＬ１００がバックプレーン（示さず）に積層されて最終的なディスプレイを形
成する前に、積層接着剤１８０から剥がされるかまたは除去される。
【００４１】
　本発明における使用のための好ましい水性ポリウレタン分散物の場合（以下を参照のこ
と）、空気中５０℃での１０分間にわたる、剥離シート上のコーティングの乾燥によって
、十分乾燥したコーティングが得られる。
【００４２】
　積層接着剤が使用されて本発明の電気光学ディスプレイを形成する方法をこのように概
説してきたが、本発明者らはここで、今度は積層接着剤自体の好ましい特徴を詳細に記載
する。すでに言及したように、本発明は、いくつかの局面を有し、そして本発明の任意の
特定のディスプレイは、これらの局面の任意の１つ以上を取り込み得る。しかし、理解を
容易にするため、本発明の以下の局面は、本明細書以降で別途記載される：
　（ｉ）保存安定性；
　（ｉｉ）光遅効性および制御；
　（ｉｉｉ）機械的特性；
　（ｉｖ）電気的特性；および
　（ｖ）物理化学的特性。
【００４３】
　電気光学ディスプレイにおいて使用される積層接着剤についての最適な特性は、ディス
プレイ中の電気光学媒体の正確な型に依存していくらか変化し、そして以下の議論が、全
ての型の電気光学ディスプレイについてのこのような最適な特性の排他的なリストを特定
することを意図しないことは、容易に明らかである。しかし、カプセル化された電気泳動
ディスプレイ（ここで、荷電した粒子は、カプセル壁および（代表的には）ポリマー性結
合剤によってそれ自体制限された内部相を介して移動する）の構造は、全ての電気光学デ
ィスプレイに共通する要件に加えて、このようなカプセル化された電気泳動ディスプレイ
の要件において使用される積層接着剤を乱用する。特に、特定の最適な電気的特性は、以
下に議論される最適な物理化学的特性のように、カプセル化された電気泳動ディスプレイ
に独特である。これに関して、ミクロセルが形成される材料に依存して、ミクロセル電気
泳動ディスプレイは、代表的に、カプセル化された電気泳動ディスプレイと同じ要件を実
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質的に強要する。なぜなら、両方の型の電気泳動ディスプレイは、同じ型の懸濁流体を使
用し、そして、以下に議論するように、電気泳動ディスプレイについてのさらなる要件は
、懸濁流体の特性と積層接着剤の特性との間の関係に関するからである。
【００４４】
　（（ｉ）節：抵抗率安定性）
　すでに言及したように、本発明者らは、時間がたつにつれた電気光学ディスプレイの性
能における劣化が、少なくとも一部は積層接着剤の体積抵抗率の変化によって引き起こさ
れ、ディスプレイの耐用年数が、その体積抵抗率が時間がたっても大きく変化しない積層
接着剤の使用によって増加することを発見した。特に、積層接着剤は、１０℃で測定され
るある体積抵抗率を有するべきであり、この体積抵抗率は、２５℃および４５％の相対的
湿度にて１０００時間維持された後に、増減の規模が３倍より大きくは変化しない。
【００４５】
　句「維持される」は、積層接着剤が、本発明のこの局面の要件に一致するかどうかを決
定するための積層接着剤の試験において、この積層接着剤が妥当な時間内で特定の雰囲気
によって平衡化されることを確実にするように注意を払わなければならないことを強調す
るために、故意に使用される。接着剤を厚い層において試験する場合、接着剤は、かなり
の期間にわたって特定の雰囲気で平衡化されないかもしれず、そして誤りを導く結果が得
られ得る。このような誤りを導く結果は、より薄い層の接着剤を首尾よく試験し、そして
これらの結果が矛盾しないことをチェックすることによって、回避され得る。十分に薄い
層について、特定の期間にわたって特定の条件下で接着剤を保存するだけで十分である。
【００４６】
　（本発明者らは、このような考えによって決して制限されないが）多くの積層接着剤に
おいて経験される体積抵抗率の変化は、接着剤の部分的結晶化に起因し、そして上記で規
定される抵抗率安定性試験を満たす接着剤は、実質的に結晶化しないと考えられる。ポリ
マー技術の当業者は、ポリマーの部分的または完全な結晶化が種々の状況において生じ、
そしてしばしば、ポリマーの種々の物理化学的特性の実質的な変化を生じることを、当然
知っている。しばしば、このような変化は、ポリマーに可塑剤を添加することによって、
低減または排除され得る。しかし、可塑剤の添加は、通常、電気光学ディスプレイにおい
て使用される積層接着剤においては実用的ではない。なぜなら、ほとんど全ての従来の可
塑剤は、有機溶媒に対してかなりの親和性を有する低分子であり、そして積層接着剤へこ
のような材料を添加することは、その層の動作の際の悪影響を伴って、電気光学層への可
塑剤の移動を生じる。積層接着剤中の可動の種を回避することの重要性については、以下
の議論を参照のこと。
【００４７】
　すでに規定された抵抗率安定性試験と実質的に同じ結果を通常は実際に生じる、非結晶
化についての代替的試験は、示差走査熱分析によって測定されるような、材料中の任意の
相転移に関連するエンタルピーの変化（これは、２５℃および４５％の相対的湿度にて１
０００時間維持された後に、２ジュール／グラム以下である）であるか、または同じ保存
期間後の２未満の誘電率の変化である。望ましくは、本発明において使用される積層接着
剤は、３つ全ての試験を満たす。
【００４８】
　本ディスプレイおよびプロセスに使用される安定な抵抗率接着剤は、少なくとも原理的
には単一の材料であり得、そして実際に下記において考察されるポリマーの注文設計によ
って、上記において考察されるように、電気光学ディスプレイにおける使用のための積層
接着剤についての他の全ての要件と同様に、抵抗安定性要件を満たす積層接着剤を作製す
ることが可能であり得る。しかし、今日まで、本発明者らは、それ自体が抵抗安定性要件
および他の要件を満たすいずれの市販の接着剤も位置づけることができなかった。従って
、本発明における使用のために現在好ましい接着剤は、２以上の材料のブレンドである。
このようなブレンドは、１以上の積層接着剤および、それ自体は積層接着剤でない１以上
のポリマー添加物を含み得る。しかし、最良の積層接着剤特性を得るために、使用される
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ブレンドは、少なくとも２つの積層接着剤を含むことが好ましい。このようなブレンドは
、不安定な抵抗率を有する第１の積層接着剤（しかし、その不安定な抵抗率を望ましくす
る他の特性を有する）および安定な抵抗率を有する第２の積層接着剤（しかし、第２の積
層接着剤の他の特性（例えば、不適切な接着）が、第２の積層接着剤を単独で使用するに
は不適当にする）の混合物からなる。しかし、特定の安定な抵抗率ブレンドが、安定な抵
抗率を有さない２以上の積層接着剤から形成され得ることが見出されており、そして現在
好ましい接着剤混合物のいくつかは、この型である。
【００４９】
　安定な抵抗率ブレンドが、それらのそれぞれが個々には安定な抵抗率を保持しない２以
上の積層接着剤から形成され得ることは奇妙に見え得る；しかし、これは、不安定な抵抗
率が接着剤内の部分的な結晶化に関連すると考えられることおよびポリマーの部分的結晶
化の現在の理解から説明可能である。本発明は、決してこの意見に限定されないが、ポリ
マー化学の当業者は、ポリマーの部分的結晶化がポリマー鎖に関する互いに整列される傾
向（故にポリマー内に結晶領域を形成する）にあると考えている。２つのポリマー（その
純粋形態の場合にそれらの両方ともこのような結晶の形成を生じやすいが、いくらか異な
る化学構造を有する）がブレンドされる場合、ブレンド中に存在する２つの異なるポリマ
ー鎖は、互いに干渉し得、ポリマーのいずれの型もその結晶領域を形成することを防止し
、故にブレンドを結晶化しないようにする。
【００５０】
　明白であるべきであるように、本発明に使用される接着剤の体積抵抗率は、本ディスプ
レイの可使時間にわたって可能な限り安定であることが望ましい。しかし、経験的には（
この節の実施例において例示されるように）、接着剤の体積抵抗率における変化の大部分
は、耐用期間の最初の１０００時間の間に起こり、結果として既述の安定抵抗率試験をみ
たす積層接着剤は、通常実質的に１０００時間より長く、そして代表的には少なくとも１
０，０００時間である可使時間にわたって安定な抵抗率を維持する。この接着剤の体積抵
抗率が、２より大きい因数、好ましくは１．５より大きい因数によって、前述の１０００
時間試験下で変化しないことが望ましい。
【００５１】
　本ディスプレイおよびプロセスに有用であることが見出されている市販の積層接着剤と
しては、ＮｅｏＲｅｚ　Ｒ　９０００、Ｒ　９３１４およびＲ　９３２０（すべてＮｅｏ
Ｒｅｓｉｎｓ，７３０　Ｍａｉｎ　Ｓｔｒｅｅｔ，Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＭＡ０１８８
７より入手可能）ならびにＤｉｓｐｅｒｃｏｌｌ　Ｕ　ＫＡ　８７１３、Ｕ　５３および
Ｕ　５４（すべてＢａｙｅｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，１００　Ｂａｙｅｒ　Ｒｏａｄ
，Ｐｉｔｔｓｂｕｒｇｈ　ＰＡ　１５２０５－９７４１から入手可能）が挙げられる。こ
れらの材料のすべては、水に分散されたウレタン接着剤である。Ｒ　９３２０は、非イオ
ン性に安定化されたポリエステルベースのウレタンであるが、一方Ｕ　ＫＡ　８７１３は
、陰イオン性に安定化されたポリエステルウレタンである。特定の好ましいブレンドは、
以下のもの（以下のパーセントは、ブレンドの総重量に基づく）のいずれか１つを有する
Ｒ　９３２０である：
　２５～５０％のＵ　ＫＡ　８７１３
　５０％のＲ　９０００
　１０～５０％のＲ　９３１４
　２５～５０％のＵ　５３
　５０％のＵ　５４
　ブレンドを形成する工程に、特別な技術は要求されない；２以上の成分は、単に従来の
混合装置中で、これらの成分の完全な混合物を形成させるために十分な時間混合される。
当然、このブレンドの種々の成分の化学的適合性、特に存在する分散剤の化学的適合性に
注意が払われるべきである。なぜなら（ポリマー化学者に周知であるように）、特定の型
の分散剤を混合することは、望まれないポリマーの沈殿物を生じる可能性が高いからであ
る。



(15) JP 4348180 B2 2009.10.21

10

20

30

40

50

【００５２】
　長期の保存において安定である体積抵抗率（および好ましくは他の特性）を有する積層
接着剤を使用することはまた、本ディスプレイの経済的な製造を確保することに役立つ。
既に考察したように、商業的理由のために、体積抵抗率を有する積層接着剤は、基材、電
導層、電気光学層、積層接着剤および剥離シートを備える、図１に示される形態の前平面
積層物を調整するために便利である；この前平面積層物は、好ましくは圧延（ｒｏｌｌ－
ｔｏ－ｒｏｌｌ）プロセスで、大きなバッチで調製され得、保存され得、そしてその後、
そのようなディスプレイを形成させるための積層の前に、個々のディスプレイの後平面へ
の積層に適切な部分に切られ得る。このような製造プロセスの経済的操業に関して、部分
が（例えば）数ヶ月から１年の期間にわたる異なる時期に大きなバッチから切られ得、そ
して最終的なディスプレイを形成させるために一貫した様式で後平面に積層され得るよう
に積層接着剤が保存期間中安定であり続けることが必要である。
【００５３】
　以下の実施例を、安定な抵抗性の発明において使用する好ましい材料、プロセス、およ
び技術の詳細を単に例証として示すためにここに提供する。
【実施例】
【００５４】
　（実施例１）
　この実施例は、前述のＲ　９３２０の、前述のＵ　ＫＡ　８７１３とこの材料をブレン
ドすることにより提供される、長期の保存における体積抵抗率の改善された安定性を例示
する。
【００５５】
　純粋なＲ　９３２０およびＵ　ＫＡ　８７１３、ならびにこれら２つの材料の９０／１
０、７５／２５および５０／５０のｗ／ｗパーセントブレンドを使用して、以下の様式で
試験サンプルを調製した。一端をマスクしたインジウム－スズ－酸化物（ＩＴＯ）被覆ポ
リエステルの５ｍｉｌ（１２７μｍ）シート上に、医師用ブレードセットを使用して、４
０％固体含有量に調整した接着剤混合物を１５０μｍでコートし、その結果、マスクした
領域は、後に電極として機能する。得られたコーティングを、オーブンで５０℃２０分間
乾燥し、約６０μｍの厚みの乾燥フィルムを製造した。次いで、得られた接着剤コート化
フィルムを、減圧または圧延積層により第２のＩＴＯコート化ポリエステルシートに積層
し、その結果、接着剤は両方のＩＴＯ層に接触した。このように、調製したサンプルを、
周囲温度および湿度で２５００時間保存した。この接着剤の電気的特性を、Ｓｏｌａｒｔ
ｒｏｎ　１２９６誘電インターフェースを有するＳｏｌａｒｔｒｏｎ　ＳＩ　１２６０　
Ｉｍｐｅｄａｎｃｅ／Ｇｒａｉｎ－ｐｈａｓｅ分析装置を使用して１０℃で間隔をおいて
インピーダンス分光法によって測定した。結果を、添付図面の図２に示す。３×１０１０

Ωｃｍにおける横線は、前述のＥ　ＩｎｋならびにＭＩＴ特許および出願に記載されるよ
うに形成される埋め込み型（ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｅｄ）電気泳動ディスプレイの好まし
い実施形態において有用な積層接着剤の最大体積抵抗率についての経験的な限界を表す。
【００５６】
　図２から、Ｒ　９３２０およびＵ　ＫＡ　８７１３の両方の体積抵抗率が保存期間中、
実質的に変化し、前者の体積抵抗率では、約１０１０から約９×１０１０Ωｃｍまで増加
し、一方後者では、最初の１×１０１０Ωｃｍからほとんど５×１０１０Ωｃｍまで上昇
したことが見られる。対照的に、３つのブレンド全ての体積抵抗率は、試験期間中実質的
により安定であり、保存の５００～２５００時間の期間中、全てが約１～１．５×１０１

０Ωｃｍの範囲内に収まった。
【００５７】
　（実施例２）
　この実施例は、前述のＲ　９３２０の、この材料を前述のＲ　９０００とブレンドする
ことによって提供される、長期の保存における体積抵抗率および誘電定数の改善された安
定性を例示する。



(16) JP 4348180 B2 2009.10.21

10

20

30

40

50

【００５８】
　Ｒ　９０００を、Ｕ　ＫＡ　８７１３と置き換えたこと、保存期間が４０００時間であ
ること、および前述と同じインピーダンス分光法を使用して、このブレンドの誘電定数を
測定することにより体積抵抗率測定を補ったことを除き、実施例１を繰り返した。体積抵
抗率の結果を、添付図面の図３に、そして誘電定数の結果を図４に示す。
【００５９】
　図３から、Ｒ　９３２０およびＲ　９０００の両方の体積抵抗率が試験期間中、実質的
に変化したが、そのブレンドは、さらにより安定な抵抗率を有したことが見られる。特に
、５０／５０　ｗ／ｗブレンドの性能は、際立っており、保存期間を通して２の因数より
小さい変動を示した。図４は、この同じ５０／５０　ｗ／ｗ混合物が試験期間中に誘電定
数において本質的に変動がないことを示す。
【００６０】
　（実施例３）
　この実施例は、前述のＲ　９３２０の、この材料を前述のＵ　５３とブレンドすること
によって提供される、長期の保存における体積抵抗率および誘電定数の改善された安定性
を例示する（Ｕ　５３は、接着剤として販売されるが、これらの実験において使用される
電気泳動ディスプレイの型において使用される場合、不十分な接着強度を生じることが見
出されている）。
【００６１】
　前述のＵ　５３を、Ｒ　９０００と置き換えたこと、保存期間が６０００時間であるこ
とを除き、実施例２を繰り返した。体積抵抗率の結果を、添付図面の図５に、そして誘電
定数の結果を図６に示す。
【００６２】
　図５から、試験期間中のＲ　９３２０の体積抵抗率における実質的な変化は、ブレンド
においてより顕著でないことが見られる。特に、７５／２５　ｗ／ｗブレンドおよび５０
／５０　ｗ／ｗブレンドの抵抗率は、保存期間を通して受容可能な範囲内にあった。同様
に、図６は、７５／２５　ｗ／ｗブレンドおよび５０／５０　ｗ／ｗブレンドの両方が、
試験期間中、誘電定数において受容可能な変動を示したことを示す。
【００６３】
　（実施例４）
　この実施例は、前述のＲ　９３２０の、この材料を前述のＵ　５４とブレンドすること
によって提供される、長期の保存における体積抵抗率および誘電定数の改善された安定性
を例示する（Ｕ　５４は、接着剤として販売されるが、これらの実験において使用される
電気泳動ディスプレイの型において使用される場合、不十分な接着強度を生じることが見
出されている）。
【００６４】
　前述のＵ　５４を、Ｒ　９０００と置き換えたこと、および保存期間が５５００時間で
あることを除き、実施例２を繰り返した。体積抵抗率の結果を、添付図面の図７に、そし
て誘電定数の結果を図８に示す。
【００６５】
　図７から、試験期間中のＲ　９３２０の体積抵抗率における実質的な変化は、混合物に
おいてあまり顕著でないことが見られる。特に、７５／２５　ｗ／ｗブレンドおよび５０
／５０　ｗ／ｗブレンドの抵抗率は、保存期間を通して受容可能な範囲内にあった。同様
に、図８は、７５／２５　ｗ／ｗブレンドおよび５０／５０　ｗ／ｗブレンドの両方が、
試験期間中、誘電定数において受容可能な変動を示したことを示す。
【００６６】
　（実施例５）
　この実施例は、前述のＲ　９３２０の、この材料を前述のＲ　９３１４と混合すること
によって提供される、長期の保存における体積抵抗率および誘電定数の改善された安定性
を例示する。
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【００６７】
　前述のＲ　９３１４を、Ｒ　９０００と置き換えたこと、および保存期間が５０００時
間であることを除き、実施例２を繰り返した。体積抵抗率の結果を、添付図面の図９に、
そして誘電定数の結果を図１０に示す。
【００６８】
　図９から、このブレンドがＲ　９３２０に特徴的な時間で、抵抗率の激しい変動を受け
なかったこと（図５および図７を参照のこと）、全時間において抵抗率が３×１０１０Ω
ｃｍ限界より低かったことが見られる。図１０における誘電定数データはまた、全てのブ
レンドが良好であることを示す。
【００６９】
　（実施例６）
　この実施例は、長期の保存後の低い温度における電気泳動ディスプレイの性能（および
詳細には白色状態（ｗｈｉｔｅ　ｓｔａｔｅ））を改善する際における安定な抵抗率接着
剤の効果を例示する。
【００７０】
　純粋なＲ　９３２０、および上記の実施例１で述べた７５／２５　ｗ／ｗ　Ｒ　９３２
０／Ｕ　ＫＡ　８７１３ブレンドを使用して、国際出願番号ＰＣＴ／ＵＳ０２／１５３３
７の実施例２７～２９に実質的に記載されるように埋め込み型の二重粒子電気泳動ディス
プレイを調製した。得られたディスプレイを（黒色光学状態および白色光学状態を有する
）を、３ヶ月間周囲の温度および湿度（屋内）で保存し、次いで最初にディスプレイを黒
色状態にし、次いで黒色状態から白色状態に変わる極性の１５Ｖ、６００ｍｓｅｃの電気
パルスをディスプレイの電極に印加し、そして最後にこのパルスの最後において白色状態
の反射率を測定することによって試験した。５～４５℃の温度においてこの試験を繰り返
し、そしてその結果を図１１に示す。
【００７１】
　この図から、反射率における低温下降は、純粋なＲ　９３２０よりもブレンドした接着
剤であまり顕著でないことが見られた。一つの正当性が、このディスプレイについての良
好な性能が、３０％の最少の白色状態反射率を必要とすることが合理的に仮定される場合
、Ｒ　９３２０ディスプレイは、約１９℃の最低操作温度を有したのに対し、ブレンドし
た接着剤を使用したディスプレイは、約９℃の最低操作温度を有した。
【００７２】
　（（ｉｉ）節：耐光性および制御）
　一見して、光（および他の電磁放射、特に紫外線照射）の影響は、電気光学ディスプレ
イにおける大きな懸案であるべきではないようである。なぜなら、組み立てたディスプレ
イにおいて、積層接着剤は、電気光学媒体（これは通常かなり不透明である）および後平
面（これもまた通常不透明である）の間に挟まれているからである。しかし、実際には積
層接着剤における光の影響は、長い可使時間および耐用年数中の安定な電気光学特性を有
するディスプレイの製造において重要な因子であることがわかった。多くの電気光学媒体
が実際に、画面上に当たる光のいくらかの部分を、電気光学層を通って積層接着剤に透過
させ、そしてこの透過した光が積層接着剤における変化（これは、ディスプレイの可使時
間に悪影響を及ぼすか、および／またはその電気光学特性を経時的に変化させる）を引き
起こし得ることが考えられている（しかし、本発明は決してこの意見に制限されない）。
【００７３】
　従って、紫外線安定剤（都合よくは「ＴＩＮＵＶＩＮ」の登録商標のもとで市販される
ような阻害（ｈｉｎｄｅｒｅｄ）アミン光安定剤（ＨＡＬＳ））を含むことが積層接着剤
にとって有利であることがわかった。このような安定剤の最適の量は、経験的に容易に決
定され得るが、代表的には積層接着剤の約０．０５～約０．５重量％の範囲内である。
【００７４】
　あるいはまたはさらには、積層接着剤は、光吸収物質を含み得る；この光吸収物質は、
色素または顔料であり得るが、多くの色素は、電気光学ディスプレイで望まれる長い（１
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０，０００時間の桁の）可使時間の間に有意な退色を起こすので、顔料が一般的に好まし
い。この目的のための便利な光吸収顔料は、カーボンブラックおよびマグネタイトである
；これらの物質は安価であり、代表的にはディスプレイに、積層接着剤の特性または電気
光学媒体自体に悪影響を及ぼし得るいずれの物質も導入しない。光の影響に対する積層接
着剤の安定化に加えて、光吸収物質は、ディスプレイのコントラスト比を改善することに
おいて有用であり得る。既に説明したように、多くの電気光学ディスプレイにおいて、電
気光学媒体を通ったいくらかの光の漏れ、およびこの光の部分が電気光学媒体を通って後
平面の裏から反射され得、このディスプレイの画面から現れ得る。本発明に従って積層接
着剤に光吸収物質を提供することは、画面を通って再出現する、このような反射光の量を
低減し、従ってディスプレイのみかけの反射率をわずかに低減する。反射率におけるこの
減少の効果は、このディスプレイの白色状態において最少であるが、このディスプレイの
暗い状態においてかなりより有意であり、そしてこのディスプレイのコントラスト比を改
善する。
【００７５】
　紫外線吸収剤および／または光吸収物質を、積層接着剤に使用するかどうかにかかわら
ず、望ましくは接着剤自体を、光および他の放射線（特に紫外線照射）による分解に対し
て最少の感受性を有するように選択するべきである。このためには、芳香族有機物質を本
質的に含まない接着剤を使用することが望ましいことがわかった。なぜならこれらの物質
は、接着剤を放射線に引き起こされる化学的変化（特に紫外線に引き起こされる化学的変
化）により感受性にするからである。例えば、下記の特注のポリウレタンは、脂肪族物質
から形成され、そして芳香族基を含まない。
【００７６】
　（（ｉｉｉ）節：機械的特性）
　積層接着剤が、電気光学ディスプレイがしばしば対象になる機械的衝撃に耐久性のある
様式で２つのサブアセンブリーに結合することを確実にするために、積層接着剤は、少な
くとも２ｌｂ／インチおよび好ましくは４ｌｂ／インチの接触にある電極材料（例えばＩ
ＴＯ）からの剥離強度（ｐｅｅｌ　ｓｔｒｅｎｇｔｈ）を有するべきであることがわかっ
た。使用される特定の電極材料からの剥離強度は、実験的に最善に決定される。なぜなら
、ＩＴＯ、フッ素をドープした酸化スズおよび有機的半導体のような電極材料の特性は、
層が体積して、結果として例えば任意の特定の積層接着剤のＩＴＯ被覆ポリマーフィルム
からの剥離強度がＩＴＯを体積するために使用される正確なプロセスに大きく依存して変
化し得る様式でかなり変化し得ることに注意すべきであるからである。接着剤技術におけ
る当業者は、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｆｏｒ　Ｔｅｓｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｍ
ａｔｅｒｉａｌｓによって規定されるような多くの標準的な手順（関連した剥離強度を測
定するために使用され得る）を知っている。
【００７７】
　積層接着剤の厚さには、適切な接着および強固なディスプレイを確実にするために注意
深く制御される必要があることがまたわかっている。薄すぎる接着剤の層は、サブアセン
ブリーの間の適切な接着を産生することに失敗し得、および／またはディスプレイを機械
的衝撃により感受性にし得る。なぜならこの接着剤はいくらか電気光学媒体と後平面との
間の衝撃吸収剤として機能し得るからである。さらに、既に述べたように、電気光学媒体
のいくつかの型、例えば埋め込み型の電気泳動媒体は、本質的に非平面の表面を有し、そ
して適切な接着およびサブアセンブリーの間の空間が無いことを確実にするために、積層
接着剤の層は、電気光学媒体の表面を平面化するために十分に厚いことが必要である。積
層接着剤の層が厚すぎると、電極間に不必要な抵抗を導き、故にディスプレイの操作電圧
および電力消費を増やすかまたはディスプレイの切り替え時間を増やす。さらに、積層接
着剤の不必要に厚い層は、後平面電極と電気光学媒体との距離を増やし、故にディスプレ
イにおける「曇り（ｂｌｏｏｍｉｎｇ）」または「ドットゲイン」を増やす傾向があり得
る（すなわち、積層接着剤の不必要に厚い層は、任意の得られたピクセル電極によって切
替えられる電気光学媒体の領域をその電極の物理的サイズよりも大きくし得、故にディス
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プレイによって作製される画像の質を低下させる傾向があり得る）。この問題を回避する
ために、積層接着剤は、１０～５０μｍの範囲内の厚さを有するべきである；積層接着剤
が１０～２０μｍ、望ましくは１２～１８μｍ、そして最も望ましくは１３～１７μｍの
厚さを有することが好ましい。これらの好ましい厚さの層は、スロットコーティングまた
は他の技術によって塗布され得る。
【００７８】
　積層接着剤の剪断弾性係数もまた重要である。積層接着剤は、積層接着剤が流れて、そ
して電気光学媒体における任意の突出または陥凹を平面化することを可能にするように積
層の間に供される温度において比較的低い剪断弾性係数を有するべきである。望ましくは
、積層接着剤は、１２０℃において１メガパスカル以下、および好ましくは０．２メガパ
スカル以下の剪断弾性係数を有する。
【００７９】
　（（ｉｖ）節：電気的特性）
　既に考察したように、電気光学ディスプレイは、環境湿度における変化に感受性である
ことが公知であるが、この感受性についての理由は、これまでにあまり理解されていない
。本発明者らは、この感受性が先行技術の電気光学ディスプレイにおいて使用される積層
接着剤の体積抵抗率の変化に主に部分依存していること、およびこの問題が相対湿度での
体積抵抗率の変動に注意を払うことによって大いに低減または除去され得ることを発見し
た。いくつかの積層接着剤は、その環境の温度および湿度が、１０～５０℃および１０～
９０％相対湿度（ＲＨ）の範囲内で変えられた場合、体積抵抗率において２桁の大きさよ
りも大きい変化を表し得る。良好な性能について、積層接着剤の体積抵抗率が１０～９０
％ＲＨおよび１０～５０℃の範囲内または任意のより広いＲＨおよびディスプレイが操作
されることが意図される温度の範囲内において１０より大きい因数で変動するべきでない
ことがわかった。望ましくは、体積抵抗率は、特定のＲＨおよび温度範囲内で３より大き
い因数、および好ましくは２より大きい因数で変化しない。ＲＨおよび温度に伴う体積抵
抗率における変化についての材料の試験において、体積抵抗率を測定する前に、試験する
サンプルが本当に所望のＲＨおよび温度環境と平衡であることを確実にするために、上記
と同じ防止が観察されるべきである。
【００８０】
　積層接着剤の電気特性についての別の、より複雑な必要性が存在する（すなわち、１０
～９０％ＲＨおよび１０～５０℃の範囲内または任意のより広いＲＨおよびディスプレイ
が操作されることが意図される温度の範囲内において、積層接着剤の誘電定数と体積抵抗
率の積が電気光学媒体に関して対応する積よりも大きくあるべきでない）ことがまたわか
った。２つの積の相対的な大きさは電気光学媒体を横切る電場に影響し、そしてこの場が
良好に大きいことを確実にするために、前述の関係が観察されるべきである。
【００８１】
　既述の２つの電気的必要性は、すべての型のディスプレイに適用可能である。しかし、
埋め込み型（および少なくともいくらかのマイクロセル）電気泳動ディスプレイの適切な
操作のためのさらなる電気的な要件が存在すること（これらのさらなる要件は、積層接着
剤の電気的特性と電気泳動粒子が懸濁される懸濁流体の電気的特性との間の関係に関する
）ことがわかった。
【００８２】
　第一に、積層接着剤の誘電定数と体積抵抗率の積は、ディスプレイの操作温度範囲（つ
まり１０～５０℃）にわたって、懸濁流体の誘電定数および体積抵抗率の積の０．０１～
１００倍であるべきである。望ましくは、この比は、０．１～１０の範囲内であるべきで
あり、そして好ましくは０．５～２の範囲内であるべきである。積層接着剤の誘電定数と
体積抵抗率の積の、電気光学媒体の誘電定数と体積抵抗率の積の比に関して上記で考察し
た理由と同じ理由について、積層接着剤および懸濁流体について、同じ積の間の比は、電
気泳動粒子および故にディスプレイの切替えによって経験される電場に影響する。理想的
には、全ての関連温度において２つの積は同じであるが、当然これは実際に達成すること



(20) JP 4348180 B2 2009.10.21

10

20

30

40

50

が本質的に不可能である。
【００８３】
　第二に、１０℃～５０℃の範囲にわたる温度（または、より広い場合、ディスプレイの
作動温度範囲）内での、懸濁流体の誘電率に対する積層接着剤の誘電率の割合は、２５℃
でのこの割合から、２％を越えて変化すべきでなく、望ましくは１％を超えて変化すべき
でない。さらに、理想的には、この割合はあらゆる温度で変化しない。
【００８４】
　第三に、１０℃～５０℃の温度範囲内（または、より広い場合、ディスプレイの作動温
度範囲）内での懸濁流体の体積抵抗率に対する積層接着剤の体積抵抗率の割合は、２５℃
でのこの率から、１００のファクターを超えて変化すべきでなく、望ましくは１０のファ
クターを超えて変化すべきでなく、そして好ましくは２のファクターを超えて変化すべき
でない。さらに、理想的には、この割合はあらゆる温度で変化しない。
【００８５】
　カプセル化電気泳動ディスプレイの前提となる第二および第三の要求の理由は、既に記
載された、第一の要求の理由と同様である。
【００８６】
　（（ｖ）節：物理化学的性質）
　本発明はまた、電気泳動ディスプレイにおいて用いられる積層接着剤の物理化学的性質
に対する、特定の重要な要求が存在することを発見した。積層接着剤における懸濁流体の
溶解性は１％　ｗ／ｗを超えるべきではなく、望ましくは０．１％　ｗ／ｗを超えるべき
ではなく、そして好ましくは０．０１％　ｗ／ｗを超えるべきではない。積層接着剤にお
いて、懸濁流体の溶解性は当然、固体内での液体の溶解性を測定するための標準的な技術
により、容易に測定され得る。従って、物理化学者にも容易に理解されるように、適切な
溶解性は、実際のディスプレイにおける接着剤のフィルムを形成するために用いられるの
と同様のプロセシング条件を用いて、公知の重量の、積層接着剤の乾燥フィルムを形成し
、このフィルムを懸濁流体浴中に浸し、フィルムの重量が安定になってすぐに、フィルム
の増量を測定することにより測定され得る。
【００８７】
　積層接着剤における懸濁流体の溶解性は重要である。なぜならば、接着剤は、理論上は
カプセル（またはミクロセル壁（ｍｉｃｒｏｃｅｌｌ　ｗａｌｌ））および（存在する場
合）結合剤により懸濁流体から分離されるが、実際には、いくつかの流体は、接着剤への
進路が必ず見付かる程に懸濁流体と積層接着剤との間の距離が非常に小さいからである。
接着剤において過剰量の懸濁流体の存在は望ましくない。なぜならば、この流体は、予測
不可能な動態である接着剤の電気的性質を変化させる傾向があり、接着剤の膨潤を引き起
こし得（従って、ディスプレイの電極間の距離が変わる）、そして電気泳動媒体と隣接す
る基材または電極との間の接着剤が減少し得るからである。積層接着剤における懸濁流体
の溶解性を最小限に維持することは、ディスプレイの適切な操作を実質的に妨害しないレ
ベルまでこれらの問題を減少させることを助ける。
【００８８】
　カプセル化電気泳動ディスプレイで使われた積層接着剤に対するさらなる要求は、実質
的にこのディスプレイの操作に影響し得る移動種を含まないことである。電気泳動ディス
プレイは、それらの操作について、電気泳動粒子における安定した電荷の維持に依存し、
そしてこれらの電荷が、電気泳動粒子を含む内部相への、積層接着剤からの流動体の移動
によりもたらされ得ることが見出されている。この点について、移動種としては、イオン
種、特にアルカリ金属イオン（例えば、Ｎａ＋）、界面活性剤、溶媒（主に有機溶媒（例
えば、Ｎ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）））、殺生剤（これは、しばしば市販の積層接着
剤中に含まれ、積層接着剤上での微生物増殖を妨ぎ、そして積層接着剤の大部分の適用に
おいて好ましくないものではない）および遊離モノマーが挙げられる。任意の粒状の移動
種の許容できる制限は、市販の積層接着剤中に共通に存在する材料に関しては、一般的な
ガイダンスにより経験的に最も良いものが決定され、積層接着剤の重量を基に、約５％　
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ｗ／ｗを超えるＮＭＰ濃度、約１％　ｗ／ｗを超えるトリエタノールアミン濃度、および
約０．５％　ｗ／ｗを超える界面活性剤濃度を避けるのが望ましいことが見出されている
。積層接着剤から殺生剤を全て除くことが好ましい。
【００８９】
　上に記載された多数の基準の全てに、完全に当てはまる性質を有する公知の積層接着剤
はなく、それ故に現在では、任意の積層接着剤は、必然的に競合する基準の間での妥協を
示す。現在、特定の好ましい積層接着剤は、７５～２５重量部のＮｅｏＲｅｓｉｎ　Ｒ　
９６３０および２５～７５重量部のＮｅｏＲｅｓｉｎ　Ｒ　９３３０（実験材料であり、
まだ大量には入手できない）またはＮｅｏＲｅｓｉｎ　Ｒ　９３１４のいずれかのブレン
ド、および実施例７で生成される自前のポリウレタンを含む。ＮｅｏＲｅｓｉｎの材料の
ブレンドの場合、最適な処方物は、６０重量部のＲ　９６３０および４０重量部のＲ　９
３３０またはＲ　９３１４であるようである。好ましい積層接着剤はすべて、芳香族材料
を含まない脂肪族ポリウレタンであり、そしてそのような脂肪族ポリウレタンの最も高い
光安定な性質を有する。Ｒ９６３０／Ｒ　９３３０ブレンドおよびＲ　９６３０／Ｒ　９
３１４ブレンドを形成するための、特別な技術は必要とされない；従来の装置の中で、実
質的に均質な混合物が得られるまで、成分は単純に混合される。代表的には、空気中で、
５０℃で１０分間乾燥して、接着剤の固体層を形成した後、代表的には、好ましい積層接
着剤を全て、０．７ｆｔ／ｍｉｎ（３．６ｍｍ／ｓｅｃ）の速度および５０ｐｓｉｇの圧
力（約０．３６ｍＰａ）で、３００°Ｆ（１４９℃－これはロールの温度をいい、実質的
により低い温度である、積層接着剤の自体の温度ではないことに注意）のホットローラー
（ｈｏｔ　ｒｏｌｌｅｒ）を用いて積層させる。これらの好ましい積層接着剤の選択され
た性質を、以下の表１に提供する。
【００９０】
【表１】

【００９１】
　（実施例７）
　この実施例は、上記の表で、好ましい積層接着剤の１つとして用いられた、カスタムの
ポリウレタンの調製を示し、そしてまた、このカスタムのポリウレタンの設計に対する合
理性を説明する。
【００９２】
　ウォーターボーン（ｗａｔｅｒｂｏｒｎｅ）ポリウレタンの調製のためのいくつかのプ
ロセスがありこれらとしては、アセトンプロセス、溶解分散プロセス、プレポリマー混合
プロセスおよびケチミン（Ｋｅｔｉｍｉｎｅ）プロセスが挙げられる；例えば、Ａｄｖａ
ｎｃｅｓ　ｉｎ　Ｕｒｅｔｈａｎｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，
Ｋ．Ｃ．ＦｒｉｓｃｈおよびＤ．Ｋｌｅｍｐｅｒ、編者、ｖｏｌ．１０，ｐｐ１２１～１
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６２（１９８７）から引用のＪ．Ｒ．Ｒｏｓｔｈａｕｓｅｒら、Ｗａｔｅｒｂｏｒｎｅ　
ｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅを参照のこと。光に対する芳香族ポリウレタンの公知の感受性
、および加水分解安定性の必要性（なぜならば、ポリウレタンの加水分解は、体積抵抗性
における変化を引き起こし得る）に関して、見込みのあるアプローチは、ポリアルキレン
オキシドおよび脂肪族ジイソシアネートをベースとしたポリウレタンであると決定した。
【００９３】
　添付の図面の図１２は、鎖伸長工程中のポリアミンおよび少量の溶媒を利用して、カス
タムのポリウレタンを生成するのに用いられるプレポリマー合成経路を概略的に示す。実
験の初めのシリーズにおいて用いたアルキレンオキシドは、Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　
Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ　ＤＥ製のＶＯＲＡＮＯＬ（登録商標）シリーズ
の形式のポリプロピレンオキシド（ＰＰＯ）を用い；ＰＰＯ骨格により提供される柔軟性
および自由度は、積層接着剤に十分に適している。ＰＰＯセグメントの分子量は、１００
０～４０００で変化した。用いた材料の構造を、図１３に示す。
【００９４】
　用いたジイソシアネートは、通常「Ｈ１２ＭＤＩ」として公知である、４，４’－メチ
レンビス（シクロヘキシルイソシアネート）であり、登録商標ＤＥＳＭＯＤＵＲ　Ｗ．の
下、Ｂａｙｅｒで入手可能である。ポリウレタンその適用のために、優れた光安定性およ
び耐湿性について、この材料を選択した。
【００９５】
　これらの実験で用いた他の材料は、以下のものであった：
　共溶媒として、ＮＭＰ（１－メチル－２－ピロリジン、Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃ
ａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能である）；
　内在性アニオン安定化セグメントとして、ＤＭＰＡ（２，２’－ビス（ヒドロキシメチ
ル）プロピオン酸、これもまたＡｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから
入手可能である）；
　触媒として、ＳｎＢｕ２Ｌ２（ジブチルスズジラウリン酸、これもまたＡｌｄｒｉｃｈ
　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能である）；
　中和薬剤として、ＴＥＡ（トリエチルアミン、これもまたＡｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能である）；および
　鎖伸長剤（ｃｈａｉｎ　ｅｘｔｅｎｄｅｒ）として、ＨＤＡ（ヘキサメチレンジアミン
、これもまたＡｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能である）
。
【００９６】
　ポリウレタンの調製に用いた装置は、循環水冷却／加熱浴を備えた５００ｍｌジャケッ
ト三口ガラスリアクタ、４５°の角度でパドルを備え付けたオーバーヘッド機械式ミキサ
ー（ｏｖｅｒｈｅａｄ　ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ｍｉｘｅｒ）、および窒素入口を備える
。詳細な合成手順は、以下であった；
　ポリマー工程：リアクタジャケットを９０℃に加熱し、次いで前もって計量したＤＭＰ
Ａ、ＮＭＰ、ＰＰＯジオールおよびＳｎＢｕ２Ｌ２を添加した。窒素入口を用いて、反応
の間、不活性な雰囲気を維持した。リアクタを、オーバーヘッドミキサーで１５分間にわ
たり、２５０ｒｐｍで攪拌し、そして攪拌の間にＤＭＰＡを徐々に溶解させた。次いで、
Ｈ１２ＭＤＩを５分間にわたって滴下して添加し、そして９０℃で３時間、重付加重合化
させた。
【００９７】
　分散工程：このリアクタを７０℃まで冷却し、ＴＥＡを約５分間にわたって滴下して添
加し、次いで反応物を２０分間攪拌した。このリアクタを３５℃まで冷却すると、ポリマ
ーの粘稠性が急激に増加することが観察された。攪拌速度を７５０ｒｐｍに上げて、ポリ
マー（約１５分にわたり、滴下して添加した）を水中に分散し、生じた混合物を７５０ｒ
ｐｍでさらに３０分間、分散させた。
【００９８】
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　鎖伸長工程：ＨＤＡを約５分にわたり滴下して添加し、生じた混合物を１時間攪拌した
。次いで、リアクタの温度を１時間、７０℃まで上げて、残渣のジイソシアネートをすべ
て反応させた。次いで、リアクターを２５℃まで冷却し、窒素入口を閉じ、そして分析の
ために生成物を収集した。
【００９９】
　上記の表１で言及した特定のカスタムのポリウレタンを、以下の材料を使用して、この
手順を用いて調製した。
【０１００】
　ＰＰＯ２０００（Ｄｏｗ　Ｖｏｒａｎｏｌ　２２０－０５６）、ＣＡＳ＃　２５３２２
－６９－４
　ＮＭＰ（１－メチル－２－ピロリドン、Ａｌｄｒｉｃｈ）、ＣＡＳ＃　８７２－５０－
４
　ＤＭＰＡ（２，２－ビス（ヒドロキシメチル）プロピオン酸、Ａｌｄｒｉｃｈ）、ＣＡ
Ｓ＃　４７６７－０３－７
　ＳｎＢｕ２Ｌ２（ジブチルスズジラウリン酸、Ａｌｄｒｉｃｈ）、ＣＡＳ＃　７７－５
８－７
　Ｈ１２ＭＤＩ（４，４’－メチレンビス（シクロヘキシルイソシアネート）、Ｂａｙｅ
ｒ　Ｄｅｓｍｏｄｕｒ　Ｗ）、ＣＡＳ＃　５１２４－３０－１
　ＴＥＡ（トリエチルアミン、Ａｌｄｒｉｃｈ）、ＣＡＳ＃　１２１－４４－８
　図１４に、材料の相対的割合を提供する。
【０１０１】
　このポリウレタンにおけるポリマー骨格は、ＴＥＡで中和し、次いでＨＤＡで鎖を伸長
させたＰＰＯ－ＤＭＰＡ－Ｈ１２ＭＤＩ、１００％からなる。ＤＭＰＡ／ＰＰＯ２０００
モル比を１：１に維持し、ＮＣＯ／ＯＨ比を１．４：１とした。
【０１０２】
　５つに分離した材料のバッチを調製し、材料の重量平均分子量および体積抵抗率を下記
の表２に示す；上記の表１のバッチ４をカスタムのポリウレタンとして使用した。
【０１０３】

【表２】

【０１０４】
　これらのデータは、分子量と体積抵抗率との間に相関があることを示し、このことはイ
オン伝導機構により説明され得る。
【０１０５】
　第２のカスタムのポリウレタンを、鎖の伸長についてＨＤＡの代わりに水を用いたこと
を除いては、似通った方法で、同じ材料を用いて調製した。用いた材料の詳細な説明を、
図１５に示す。
【０１０６】
　　　　　　　　　　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　本発明のディスプレイに存在する電気光学媒体は、先に記載した型のいずれかであり得
る。従って、この電気光学媒体は、回転二色性（ｂｉｃｈｏｒｏｍｅ）部材、エレクトロ
クロミック媒体またはミクロセル電気泳動媒体であり得る。しかし、この電気光学媒体は
、複数のカプセルを含む電気泳動媒体であり、各々カプセル壁を含むカプセルであり、そ
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して懸濁流体中に懸濁した電気的荷電した粒子を含む内部位相であり、そして電場の印加
を通じて、流体を電気泳動媒体へと移動することができることが好ましい。好ましくは、
カプセルに加えて、電気泳動媒体はカプセルを保持するポリマー結合体を含む。
【０１０７】
　また、既に示したように、このディスプレイは、上述の特許および出願に記載される形
式のいずれかであり得る。従って、このディスプレイは、代表的には電気光学媒体と１つ
の基質との間に配置された少なくとも１つの電極を備え、この電極は、電場を電気光学媒
体に印加するようにアレンジされている。一般的に、このディスプレイは、電気光学媒体
の反対側および電気光学媒体と２つの基材との間に配置した２つの電極を含み、少なくと
も１つの電極および隣接する基材は、電気光学媒体が光透過性の基材および電極を通して
見え得るような光透過性である。
【０１０８】
　本発明の接着組成物の包含されるものの他に、本発明の電気泳動媒体およびディスプレ
イは、上記ＭＩＴおよびＥ　Ｉｎｋの特許および出願（読者は、さらなる情報についてこ
れらを参照する）におけるものと同じ構成要素および製造技術を使用し得る。
【０１０９】
　先に記載された本発明の特定の実施形態において、多くの変更が本発明の精神的な範囲
から逸脱することなくなされ得ることが、当業者に明らかである。従って、前述の記載全
体は、例示として解釈されるべきであり、制限的な意味ではなない。
【０１１０】
　前述から、本発明は、改善された積層接着剤を有する電気光学ディスプレイを提供する
ことが理解される。本発明は、電気光学ディスプレイの製造の当業者が精通する、従来の
装置および処理技術のみを必要とする。
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
【図１】添付の図面の図１は、本発明のプロセスにおいて使用される１つのサブアセンブ
リを通る模式断面であり、このサブアセンブリは、基板、導電性層、電気光学層および接
着剤層を備え、このサブアセンブリは、このサブアセンブリが第２のサブアセンブリに積
層される前の、このプロセスの中間段階にて例示されている。
【図２】図２は、実施例１に記載されるような、２種の市販の材料をブレンドすることに
よって達成される積層接着剤の体積抵抗率の保存についての改善された安定性を例示する
グラフである。
【図３】図３は、実施例２に記載されるような、２種の市販の材料をブレンドすることに
よって達成される積層接着剤の体積抵抗率の保存についての改善された安定性を例示する
グラフである。
【図４】図４は、実施例２に記載されるような、市販の材料をブレンドすることによって
達成される積層接着剤の誘電率の保存についての改善された安定性を例示するグラフであ
る。
【図５】図５は、実施例３に記載されるような、市販の材料をブレンドすることによって
達成される積層接着剤の体積抵抗率の保存についての改善された安定性を例示するグラフ
である。
【図６】図６は、実施例３に記載されるような、市販の材料をブレンドすることによって
達成される積層接着剤の誘電率の保存についての改善された安定性を例示するグラフであ
る。
【図７】図７は、実施例４において得られた結果を示す、図５と類似のグラフである。
【図８】図８は、実施例４において得られた結果を示す、図６と類似のグラフである。
【図９】図９は、実施例５において得られた結果を示す、図５と類似のグラフである。
【図１０】図１０は、実施例５において得られた結果を示す、図６と類似のグラフである
。
【図１１】図１１は、実施例６に記載されるような、本発明の積層接着剤を使用して達成
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される電気泳動ディスプレイの温度に対する、白色光学状態（ｗｈｉｔｅ　ｏｐｔｉｃａ
ｌ　ｓｔａｔｅ）の改善された安定性を示すグラフである。
【図１２】図１２は、本発明における使用のために好ましい特定のポリウレタンを生成す
るために、実施例７において使用された合成スキームを例示する。
【図１３】図１３は、実施例７において使用された特定の材料の化学構造を例示する。
【図１４】図１４は、実施例７において生成された特定のポリウレタンを生成するために
使用された試薬を列挙する。
【図１５】図１５は、実施例７において生成された特定のポリウレタンを生成するために
使用された試薬を列挙する。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(27) JP 4348180 B2 2009.10.21

【図１３】 【図１４】

【図１５】
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